
 

広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
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本

庁 

地

方

機
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県

立

学

校 

学
校
以
外
の
教
育
機
関 

 

職
員
の
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

委
員
長 

平 

田 

克 

明 

職
員
の
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

職
員
の
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る

橋
梁

り
ょ
う

を
通
行
す
る
場
合
の
当
該
額
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。 

一 

安
芸
灘
大
橋 

二 

尾
道
大
橋 

三 

新
尾
道
大
橋 

四 

因
島
大
橋 

五 

生
口
橋 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１  

こ
の
教
育
委
員
会
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２  

改
正
後
の
職
員
の
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
教
育
委
員
会
訓
令
の
施
行
の
日
以
後

に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

 


